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オンラインゲーム等についてのお願い 
 

保護者の皆様へ 

 近年は、家庭用ゲーム機、携帯ゲーム機のみならず、パソコン、スマートフォンや 

タブレットなど、様々な機器でゲームがプレイ可能となり、ご家庭内でなくても、ど 

こにいてもゲームが遊べるようになりました。未成年のお子様がトラブルに巻き込ま 

れないようにするためには、保護者の皆様のご協力が必要です。 

 本校でも、「フォートナイト」というオンラインゲームを多くの子供たちがプレイ 

しているようですが、ボイスチャット（音声通話機能）において、乱暴な言葉遣いを 

したり、悪口を言ったりして、友達どうしでトラブルが発生しています。また、「フ 

ォートナイト」は、１５歳以上を対象としたゲームであり、１５歳以下がゲームをす 

る場合は、親の責任において、子供にゲームをやらせる必要があることをご確認くだ 

さい。（知らない大人と知り合って、誘拐等のトラブルも起こります。） 

 お子様が今、どんなゲームで遊んでいるのか、スマートフォン等で何をしているの 

かなど、お子様と話をしていただきながら、家庭内での「ゲームやスマートフォンの 

使用ルール」を作り、トラブルにあわないようにしていただきたいと思います。保護 

者の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

●トラブル防止のポイント 

〇ゲームを始める前に、利用の仕方（年齢制限等もあります）やお金の使い方を決めま 

 しょう！ 

〇通信料のほか、アイテム購入に代金がかかる場合があるので注意！ 

〇ゲームで知り合った人に直接会う、個人情報を教える、は厳禁！ 

（お金のトラブル、アカウントを不正に利用される、脅迫事件や連れ去り事件などの 

 トラブルがあります。） 

 

◆ゲーム・スマートフォンの家庭内での使用ルール（例） 

 〇ゲームは 1日〇時間、宿題が終わった後で。 

 〇ゲームの課金は絶対に毎回、親に相談する。 

 〇人の顔を見て言えないことを、ネットに書き込まない。 

 〇歩きゲーム（スマホ）をしない。 

〇約束を守れないときは、ゲーム（スマホ）をさせない。 


